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戸開走行保護装置の設置の促進及び設置済みマークの活用について 

 

 

去る１０月３１日、石川県金沢市内のホテルにおいてエレベーターの戸開走行に

よる死亡事故が発生したことは、誠に遺憾である。 

国土交通省においては、平成１８年６月のシティハイツ竹芝エレベーター事故等

を受け、エレベーターの安全に係る技術基準の見直しを行い、平成２１年９月２８

日以降に着工されたエレベーターについては、建築基準法施行令第１２９条の１０

第３項第１号に規定する安全装置（以下「戸開走行保護装置」という。）の設置を義

務付けているところである。 

既設エレベーターについても、エレベーターの安全性確保のため戸開走行保護装

置の積極的な設置を促進することが急務であることから、国土交通省においては、

平成２３年８月に社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会にお

いて取りまとめられた「既設エレベーターの安全性確保に向けて 報告書」におけ

る提言を踏まえ、既設エレベーターの安全性確保に向けた措置を講じてきたところ

である。 

現在、今回の事故については、社会資本整備審議会昇降機等事故調査部会により

事故原因の究明が行われているところであるが、かかる事故の発生を防止するため、

別紙のとおり都道府県建築主務部長宛て通知したので、ご承知の上、建築確認・検

査の機会を活用して、戸開走行保護装置の設置済みマーク制度の周知及びマークの

表示について働きかけるようお願いする。 

なお、地方整備局長指定又は都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、

この旨通知していることを申し添える。 

 

 

別添３ 


